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○古賀市介護保険条例 
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条例第７号 
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平成２０年３月３１日条例第１２号 
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附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）に定めがあるもの

のほか、市の介護保険に関する基本方針及びその実施に関する基本的事項を定めることにより、市民

の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、前条の目的を実現するため、介護保険に関する事業計画を総合的に策定し、介護サービ

スに関する事業を行う者（以下「事業者」という。）、関係機関及び公共的団体との連携により、介

護保険事業の円滑な実施に努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第３条 事業者は、その事業を行うに当たっては、市の実施する介護に関する施策に協力しなければな

らない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 介護サービスを利用する者（以下「利用者」という。）に対して、その提供しようとする介

護サービスの方法、対処その他介護に関する内容について十分な説明をした上で、明確な同意を得

ること。 

（２） 介護サービスの提供に当たっては、利用者、家族その他関係者のプライバシーに配慮すると

ともに、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。 

（３） 介護サービスの提供に際して生じた事故及び利用者、家族その他関係者からの苦情に対して

は、これを誠実に処理すること。 

（４） 事業者は、市内において介護サービスを提供する場合は、あらかじめ、法又は介護保険法施

行法（平成９年法律第１２４号）に定めるところにより、指定された事業者としての当該指定に関

する書類を市に提出すること。 

（介護サービスの質の確保） 

第４条 市は、利用者への介護サービスの向上のため、次の各号に掲げる事項を内容とする支援を行う

ものとする。 

（１） 事業者の情報提供に関すること。 

（２） 利用者と事業者との介護サービスに係る標準的な契約約款の情報提供に関すること。 

（利用者の権利擁護） 

第５条 市は、自己決定能力の低下した利用者が介護サービスを適切に利用できるよう、介護サービス
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の利用についての相談及び助言を行うとともに、利用者の権利擁護に関する制度の適正な運用に努め

るものとする。 

（苦情対応） 

第６条 市は、市が行う要介護認定及び要支援認定（以下「要介護認定等」という。）処分についての

不服又は介護サービス提供に係る苦情への対応に当たり、法第１８４条に規定する介護保険審査会又

は国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８３条に規定する国民健康保険団体連合会との緊

密な連携を図るとともに、必要な措置を講ずるものとする。 

（地域との連携） 

第７条 市は、利用者の日常生活に必要な介護サービスを的確に提供するため、地域における公共的団

体、保健福祉関係団体その他関係団体との連携を図るものとする。 

第２章 介護認定審査会 

（委員の定数） 

第８条 法第１４条の規定により市に設置する介護認定審査会（以下「認定審査会」という。）の委員

の定数は、２４人以内とする。 

（規則への委任） 

第９条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。 

第３章 介護保険運営協議会 

（設置） 

第１０条 介護保険及び高齢者の保健福祉に関する施策の円滑かつ適正な実施、地域包括支援センター

（以下「包括センター」という。）の適切、公正かつ中立な運営及び地域密着型サービスの適正な運

営を図るため、介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（全改（平２１条例第７号）） 

（所掌事務） 

第１１条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項について調査審議し、答申する。 

（１） 介護保険の実施に関する事項 

（２） 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定及び見直しに関する事項 

２ 協議会は、市長の求めに応じて次の事項について意見を述べるものとする。 

（１） 包括センターの設置及び運営に関する事項 

（２） 地域密着型介護サービス及び地域密着型介護予防サービスに関する事項 

（改正（平２１条例第７号）） 

（意見の具申） 

第１２条 協議会は、前条第１項の規定により審議した結果必要があると認めるときは、市長に意見を

述べることができる。 

（改正（平２１条例第７号）） 

（組織） 

第１３条 協議会は、委員１０人をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 被保険者 ４人 

（２） 介護サービスに関する事業に従事する者 ２人 

（３） 介護に関し学識又は経験を有する者 ４人 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任することができる。 

５ 市長は、第２項第１号の委員を委嘱するに当たっては、被保険者の意見が反映されるよう、公募制

その他の適切な方法によって選任されるように努めなければならない。 

（規則への委任） 

第１４条 前３条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 要介護認定等の情報の開示及び広報活動 

（要介護認定等の情報の開示） 

第１５条 市は、利用者の要介護認定等の適正な運用及び適切な介護サービスに関する計画（以下「介

護サービス計画」という。）の作成に資するため、規則に定めるところにより、プライバシーの保護

に留意し、必要な情報の開示を行うことができる。 
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（広報活動） 

第１６条 市は、その発行する広報紙への掲載その他の広報活動を通じて、市が実施する介護に関する

施策に関し、市民及び事業者の協力が得られるよう努めるものとする。 

第５章 保険料 

（保険料） 

第１７条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料は、次の各号に掲げる第１号被

保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ２９，４００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４１，１６０円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４４，１００円 

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５２，９２０円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５８，８００円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ６４，６８０円 

イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（以下「合計所得金額」という。）が１２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

ロ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者をい

う。以下同じ。）であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用

されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分

を除く。）、次号ロ、第８号ロ、第９号ロ又は第１０号ロに該当する者を除く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ７３，５００円 

イ 合計所得金額が１９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号ロ、第９号ロ又は第１０号ロに該当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 ８８，２００円 

イ 合計所得金額が２９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号ロ又は第１０号ロに該当する者を除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １０２，９００円 

イ 合計所得金額が４００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）

又は次号ロに該当する者を除く。） 

（10） 次のいずれかに該当する者 １０８，７８０円 

イ 合計所得金額が５００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用された

ならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

（11） 前各号のいずれにも該当しない者 １１４，６６０円 

（改正（平２７条例１５号）） 

（普通徴収に係る保険料の納期） 

第１８条 普通徴収（法第１３１条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。）の方法によって徴収する

保険料の納期（以下「納期」という。）は、法第１３３条の規定により、次のとおりとする。 

期名 納期 

第１期 ７月１５日から同月３１日まで 

第２期 ８月１日から同月３１日まで 
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第３期 ９月１日から同月３０日まで 

第４期 １０月１日から同月３１日まで 

第５期 １１月１日から同月３０日まで 

第６期 １２月１日から同月２５日まで 

第７期 １月１日から同月３１日まで 

第８期 ２月１日から同月末日まで 

２ 前項に規定する納期により難い第１号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。こ

の場合において、市長は、当該第１号被保険者に対し、その別に定めた納期を通知しなければならな

い。 

３ 前２項の規定により定めた納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、又はその分割金

額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算す

る。 

（改正（平１５条例第７号）） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得又は喪失等があった場合） 

第１９条 保険料の賦課期日（法第１３０条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。）後に第

１号被保険者の資格を取得した場合における当該第１号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被

保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の

額の算定は、第１号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有す

るに至った者及び同号イ(１)に規定する者を除く。）、同号ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４

号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当するに至った第１号被保険者（第

１項に規定する者を除く。）に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から

令第３９条第１項第１号から第９号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料

の額の合算額とする。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度における保険料の額に１円未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てる。 

（改正（平１８条例第１１号）） 

（普通徴収の特例） 

第２０条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない

場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、

第１号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除

して得た額（市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。）

を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収の方法によって徴収する。 

２ 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満

たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、

既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又

は第１号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。 

（改正（平２１条例第７号）） 

（普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等） 

第２１条 前条第１項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度

の保険料の額の２分の１に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により

保険料を普通徴収の方法によって徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の

額について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の規定による納入の通知の交付を受

けた日から３０日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることがで

きる。 

２ 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めら

れるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第１項の規定により徴収
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する保険料の額を修正しなければならない。 

（保険料の額の通知） 

第２２条 保険料の額を定めたときは、市長は、速やかに、これを第１号被保険者に通知しなければな

らない。その額に変更があったときも、同様とする。 

（保険料の督促手数料） 

第２３条 保険料の督促手数料は、督促状１通につき１００円とする。ただし、やむを得ない理由があ

ると認める場合においては、これを徴収しない。 

（延滞金） 

第２４条 法第１３２条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者（以下「保険料納付義

務者」という。）は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期

限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年１４．６パーセント（納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して納付しなければならない。 

２ 前項の規定により延滞金を算定する場合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。 

３ 延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に１，０００円未満の端数があ

るとき、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨て

る。 

４ 第１項の延滞金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるとき

は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。 

５ 市長は、特別の理由があると認めたときは、第１項に規定する延滞金を減額し、又は免除すること

ができる。 

（改正（平２３条例第９号）） 

（保険料の徴収猶予） 

第２５条 市長は、保険料納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険

料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料納付義務者

の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、６箇月以内の期間を限

って、その保険料の徴収を猶予することができる。 

（１） 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災そ

の他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。 

（２） 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が知

的、精神及び身体に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著し

く減少したとき。 

（３） 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、

事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 

（４） 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害

その他の天候による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。 

２ 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴

収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。 

（１） 第１号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所 

（２） 徴収猶予を受けようとする普通徴収に係る保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係

る特別徴収（法第１３１条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。）の対象年金給付の支払に係る

月 

（３） 徴収猶予を必要とする理由 

（保険料の減免） 

第２６条 市長は、保険料納付義務者が前条第１項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度

が甚大であるとき、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該

保険料納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されて

いる者については納期限前７日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については

特別徴収の対象年金給付の支払に係る月の前々月の１５日までに、次に掲げる事項を記載した申請書
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に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。 

（１） 第１号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所 

（２） 減免を受けようとする普通徴収に係る保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特

別徴収の対象年金給付の支払に係る月 

（３） 減免を必要とする理由 

３ 第１項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、そ

の旨を市長に申告しなければならない。 

（保険料に関する申告） 

第２７条 第１号被保険者は、毎年度４月１５日まで（保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を

取得した者は、当該資格を取得した日から１５日以内）に、第１号被保険者本人の所得状況並びに当

該者の属する世帯の世帯主その他世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認

める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

第６章 罰則 

第２８条 市長は、第１号被保険者が法第１２条第１項本文の規定による届出をしないとき（同条第２

項の規定により当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。）又は虚

偽の届出をしたときは、その者に対し、１００，０００円以下の過料を科する。 

第２９条 市長は、法第３０条第１項後段、法第３１条第１項後段、法第３３条の３第１項後段、法第

３４条第１項後段、法第３５条第６項後段、法第６６条第１項若しくは第２項又は法第６８条第１項

の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、１００，０００円以下の過料

を科する。 

（改正（平１８条例第１１号）） 

第３０条 市長は、被保険者、第１号被保険者の配偶者若しくは第１号被保険者の属する世帯の世帯主

その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第２０２条第１項の規定に

より文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職

員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、１００，０００円以下の過料を科す

る。 

（改正（平１３条例第１３号）） 

第３１条 市長は、詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金（法第１５０条第

１項に規定する納付金及び法第１５７条第１項に規定する延滞金を除く。）の徴収を免れた者に対し、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料を科する。 

第３２条 前４条の過料の額は、情状により、市長が定める。 

２ 前４条の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から

起算して１０日以上を経過した日とする。 

附 則 

改正 平成２７年３月３０日条例第１５号 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（平成１２年度及び平成１３年度における保険料の特例） 

第２条 平成１２年度における保険料は、第１７条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保

険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 令第３８条第１項第１号に掲げる者 ４，５６７円 

（２） 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ６，８５１円 

（３） 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ９，１３５円 

（４） 令第３８条第１項第４号に掲げる者 １１，４１８円 

（５） 令第３８条第１項第５号に掲げる者 １３，７０２円 

２ 平成１３年度における保険料は、第１７条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者

の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 令第３８条第１項第１号に掲げる者 １３，７０２円 

（２） 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ２０，５５３円 

（３） 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ２７，４０５円 

（４） 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ３４，２５６円 
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（５） 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ４１，１０７円 

（平成１２年度及び平成１３年度における普通徴収に係る保険料の納期の特例） 

第３条 平成１２年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第１８条の規定にかかわらず、次のとおりと

する。 

期名 納期 

第１期 １０月１日から同月３１日まで 

第２期 １２月１日から同月２５日まで 

第３期 ２月１日から同月末日まで 

２ 平成１２年度において第１８条第２項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めること

ができる。」とあるのは「１０月１日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。 

３ 平成１３年度においては、第３期、第４期及び第５期の納期に納付すべき保険料の額は、第１期及

び第２期の納期に納付すべき保険料の額に２を乗じて得た額とすることを基本とする。 

（平成１２年度及び平成１３年度における普通徴収の特例） 

第４条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第１号被保

険者に係る保険料の額は、第１９条第１項及び第２項の規定にかかわらず、平成１２年度においては、

平成１２年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額（次条において「平成１２年度通

年保険料額」という。）を６で除して得た額に、平成１２年１０月から平成１３年３月までの間にお

いて被保険者資格を有する月数（当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資

格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。）を乗じて得た額とし、平成１３年度

においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。 

（１） 平成１３年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額（以下「平成１３年度通

年保険料額」という。）を１８で除して得た額に、平成１３年４月から同年９月までの間において

被保険者資格を有する月数を乗じて得た額 

（２） 平成１３年度通年保険料額を９で除して得た額に、平成１３年１０月から平成１４年３月ま

での間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額 

第５条 保険料の賦課期日後に令第３８条第１項第１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有

するに至った者及び(１)に係る者を除く。以下この条において同じ。）、ロ及びハ、第２号ロ、第３号

ロ又は第４号ロに該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の額は、第１９条第３項の規定にか

かわらず、平成１２年度及び平成１３年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各

号に定める額とする。 

（１） 当該該当するに至った日が、平成１２年４月１日から同年１０月３１日までの間である場合 

該当するに至った令第３８条第１項第１号から第４号までのいずれかに規定する者として支払うべ

き平成１２年度通年保険料額 

（２） 当該該当するに至った日が、平成１２年１１月１日から平成１３年３月３１日までの間であ

る場合 令第３８条第１項第１号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当しなかっ

たとした場合の平成１２年度通年保険料額を６で除して得た額に平成１２年１０月から当該該当す

るに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第３８条第１

項第１号から第４号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成１２年度通年保険料額を６

で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成１３年３月までの月数を乗じて得た

額の合算額 

（３） 当該該当するに至った日が、平成１３年４月１日から同年９月３０日までの間である場合 令

第３８条第１項第１号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当しなかったとした場

合の平成１３年度通年保険料額を１８で除して得た額に平成１３年４月から当該該当するに至った

日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第３８条第１項第１号から第

４号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成１３年度通年保険料額を１８で除して得た

額に当該該当するに至った日が属する月から平成１３年９月までの月数を乗じて得た額並びに該当

するに至った令第３８条第１項第１号から第４号までのいずれかに規定する者として支払うべき平

成１３年度通年保険料額に３分の２を乗じて得た額の合算額 

（４） 当該該当するに至った日が、平成１３年１０月中である場合 令第３８条第１項第１号イ、

ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当しなかったとした場合の平成１３年度通年保険
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料額を３で除して得た額並びに当該該当するに至った令第３８条第１項第１号から第４号までのい

ずれかに規定する者として支払うべき平成１３年度通年保険料額に３分の２を乗じて得た額の合算

額 

（５） 当該該当するに至った日が、平成１３年１１月１日から平成１４年３月３１日までの間であ

る場合 令第３８条第１項第１号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当しなかっ

たとした場合の平成１３年度通年保険料額を３で除して得た額、令第３８条第１項第１号イ、ロ及

びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当しなかったとした場合の平成１３年度通年保険料額

を９で除して得た額に平成１３年１０月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数

を乗じて得た額並びに該当するに至った令第３８条第１項第１号から第４号までのいずれかに規定

する者として支払うべき平成１３年度通年保険料額を９で除して得た額に当該該当するに至った日

が属する月から平成１４年３月までの月数を乗じて得た額の合算額 

（古賀市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止） 

第６条 古賀市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例（平成１１年条例第１９号）は、廃止する。 

（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置） 

第７条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防

及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成２８年４月１日から行

うものとする。 

附 則（平成１３年３月３０日条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２８日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の古賀市介護保険条例第１７条の規定は、平成１５年度以降の年度分の保険料から適用し、

平成１４年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年１２月２７日条例第２９号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日条例第１１号） 

   （施行期日） 

第１条 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（平成１８年度及び平成１９年度における保険料率の特例） 

第２条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第２８号。この条において「平成

１８年介護保険等改正令」という。）附則第４条各号のいずれかに該当する第１号被保険者の平成１

８年度の保険料率は、第１７条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分

に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むも

のとし、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。）が課されていないもの

とした場合、第１７条第１項第１号に該当するもの ３４，０５６円 

（２） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

７条第１項第２号に該当するもの ３４，０５６円 

（３） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

７条第１項第３号に該当するもの ４２，８２８円 

（４） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（地方税法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第５号）附則第６条第２項の適用を受け

るもの（以下この項において「第２項経過措置対象者」という。）に限る。）が平成１８年度分の

地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１７条第１項第１号に該当

するもの ３８，７００円 

（５） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
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帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されていないものとした場合、第１７条第１項第２号に該当するもの ３８，７００円 

（６） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されていないものとした場合、第１７条第１項第３号に該当するもの ４６，９５６円 

（７） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第２項経過措置対象者に限る。）が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されていないものとした場合、第１７条第１項第４号に該当するもの ５５，７２８円 

２ 平成１８年介護保険等改正令附則第４条各号のいずれかに該当する第１号被保険者の平成１９年度

の保険料率は、第１７条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

７条第１項第１号に該当するもの ４２，８２８円 

（２） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

７条第１項第２号に該当するもの ４２，８２８円 

（３） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

７条第１項第３号に該当するもの ４６，９５６円 

（４） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（地方税法等の一部を改正する法律附則第６条第４項の適用を受けるもの（以下この項におい

て「第４項経過措置対象者」という。）に限る。）が平成１９年度分の地方税法の規定による市町

村民税が課されていないものとした場合、第１７条第１項第１号に該当するもの ５１，６００円 

（５） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されていないものとした場合、第１７条第１項第２号に該当するもの ５１，６００円 

（６） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されていないものとした場合、第１７条第１項第３号に該当するもの ５５，７２８円 

（７） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第４項経過措置対象者に限る。）が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課

されていないものとした場合、第１７条第１項第４号に該当するもの ５９，８５６円 

（平成２０年度における保険料率の特例） 

第３条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一

部を改正する政令（平成１９年政令第３６５号）による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国

庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令（平成１８年政令第２８号。以下この条におい

て「平成１９年改正後の平成１８年介護保険等改正令」という。）附則第４条第１項第５号又は第６

号に該当する第１号被保険者の平成２０年度の保険料率は、第１７条第１項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成２０年度分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の

規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。以下

同じ。）が課されていないものとした場合、第１７条第１項第１号に該当するもの ４２，８２８

円 

（２） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

７条第１項第２号に該当するもの ４２，８２８円 

（３） 第１７条第１項第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１

７条第１項第３号に該当するもの ４６，９５６円 
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（４） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（平成１９年改正後の平成１８年介護保険等改正令附則第４条第１項第５号に該当する者（以

下この条において「第５号該当者」という。）に限る。）が平成２０年度分の地方税法の規定によ

る市町村民税が課されていないものとした場合、第１７条第１項第１号に該当するもの ５１，６

００円 

（５） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第５号該当者に限る。）が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

ないものとした場合、第１７条第１項第２号に該当するもの ５１，６００円 

（６） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第５号該当者に限る。）が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

ないものとした場合、第１７条第１項第３号に該当するもの ５５，７２８円 

（７） 第１７条第１項第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

帯員（第５号該当者に限る。）が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されてい

ないものとした場合、第１７条第１項第４号に該当するもの ５９，８５６円 

（追加（平２０条例第１２号）） 

附 則（平成２０年３月３１日条例第１２号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３０日条例第７号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

（平成２１年度から平成２３年度までにおける保険料の特例） 

第２条 令附則第１１条第１項から第４項までに規定する第１号被保険者の平成２１年度から平成２３

年度までの保険料は、この条例による改正後の古賀市介護保険条例（以下「条例」という。）第１７

条の規定にかかわらず、４６，２３８円とする。 

第３条 平成２１年度から平成２３年度までにおける保険料は、条例第１７条及び前条の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 条例第１７条第１号に掲げる者 ２４，０００円 

（２） 条例第１７条第２号に掲げる者 ２４，０００円 

（３） 条例第１７条第３号に掲げる者 ３６，０００円 

（４） 条例第１７条第４号に掲げる者 ４８，０００円 

（５） 条例第１７条第５号に掲げる者 ５２，８００円 

（６） 条例第１７条第６号に掲げる者 ６０，０００円 

（７） 条例第１７条第７号に掲げる者 ７２，０００円 

（８） 条例第１７条第８号に掲げる者 ８４，０００円 

（９） 条例第１７条第９号に掲げる者 ８８，８００円 

（１０） 条例第１７条第１０号に掲げる者 ９３，６００円 

（１１） 令附則第１１条第１項から第４項までに規定する者 ４５，６００円 

附 則（平成２３年３月２５日条例第９号） 

改正 平成２５年６月２６日条例第２９号 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の古賀市介護保険条例の規定は、平成２３年度以後の年度分の保険料の延滞金について

適用し、平成２２年度分以前の保険料の延滞金については、なお従前の例による。 

（延滞金の特例） 

第３条 当分の間、第２４条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パー

セントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この条において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、そ

の年（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算
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した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加

算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パーセント

の割合）とする。 

（改正（平２５条例第２９号）） 

附 則（平成２４年３月２８日条例第４号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料の特例） 

第２条 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）附則第１６条第１項から第４項までに規定す

る第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度までの各年度における保険料は、この条例による

改正後の古賀市介護保険条例第１７条の規定にかかわらず、３９，４８０円とする。 

第３条 介護保険法施行令附則第１７条第１項から第４項までに規定する第１号被保険者の平成２４年

度から平成２６年度までの各年度における保険料は、この条例による改正後の古賀市介護保険条例第

１７条の規定にかかわらず、５３，５８０円とする。 

附 則（平成２５年６月２６日条例第２９号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 改正後の古賀市介護保険条例の一部を改正する条例附則第３条の規定は、延滞金のうち平成２

６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、

なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月３０日条例第１５号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の古賀市介護保険条例第１７条及び第１９条第３項の規定は、平成２７年度以後の

年度分の保険料について適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例

による。 

   


